
平成23年9月

期間雇用社員等から正社員への愛用の実施について

期間雇用社員及び短時間社員から正社員への登用を以下により実施します。

希望する方は、資格要件を確認のうえ、管理者に申し出て受験競書及びビジョンレポート記入用紙

の交付を受け、平成23年9月26日(月)までに所属長あて受験願書及びビジョンレポートを提出して

ください。

項目 内容

O 月給制契約社員、時給制契約社員及び短時間社員

ただし、次に掲げる者を除きます。

対象者 1 ア平成 25年3月31日までに 60歳に達する者(昭和 28年4月 1日以前に生まれた者)

イ人事管理規程第5章第2節に定める勧奨による退職(郵政省、郵政事業庁及び日本郵政公社

における勧奨退職を含みます。)により退職した後に会社に採用された者

次の①及び②の両方の要件を満たすこと。

①平成 24年 5月 31臼時点で、月給制契約社員及び短時間社員については勤続2年以上(平成 22

年 6月 1日以前から継続して勤務)、時給制契約社員については勤続3年以上(平成 21年 6月 1

日以前から継続して勤務)となることが見込まれること。

※1勤務年数には、正社員、期間雇用社員及び短時間社員として継続勤務した期間を含み、休職

期間、育児休業期間及び介護休業期間は除きます。

※2宅配便事業統合に伴い、日通文は JPエクスプレスから採用した者は、日通及び JPエヲスプレスでの

資格要件 i 勤務期間を通算します。

※3 r勤続2(3)年以上JIこは、勤続していない期間(雇用空白期間)が1か月以内であって、当該雇

用空白期間を除いた期間が 2(3)年以上となる場合を含みます。

②平成 23年4月 1日現在の労働契約における週所定労働時間が 30時間以上であること。

ただし、週所定労働時間が30時間に満たない場合(20時間以上に限る。)であっても、長期にわたり

勤務しており、上記要件に準ずると所属長が認める場合には応募できるものとしますので、個別に問

い合わせてください。

一次審査:適性試験 月給制契約社員は一次審査を免除します。

選 考 l二次審査:一次審査に合格した者及び月給制契約社員に対する面接試験

その他

※試験会場は各都道府県原員IJ1か所を予定。具体的には受験票交付時に通知します。

(1)試験に要する日又は時間は勤務扱いとはなりません。また、試験地までの交通費等は自己負担

になります。

(2)提出された書類は返却いたしません。

(3) 今年度新たに資格要件を満たして受験する方のうち、希望者には「正社員登用フォローアップ郵政ゲル

ープ共通テキストJ(郵政グループの基本事項や社員に期待する姿等をまとめた資料)を交付します。希望

する方は管理者まで申し出てください。

く今後のスケジュール(予定)>

項目 実施時期

応募締切 平成 23年9月初日(月)

受験票交付 平成 23年 10月末

一次審査(適性試験) 平成 23年 11月 12日(土)・13日(日)(注)

一次審査合否通知 平成 24年1月中旬

一次審査(面接試験) 平成 24年1月下旬-2月初旬

最終合否通知 平成 24年4月末頃

正社員登用 平成 24年6月1日

(注)1人の受験者の一次審査は1日で終了します。また、応募者の人数により日程を追加することがあります。



く正社員の労働条件>

項目 内 容

原則として、 1日8時間、 1遇40時間

勤務時間 ※勤務の種類により、始業時刻・終業時刻は一定ではありません。また、勤務場所により変形

労働時間制(泊まり勤務)の場合があります。

社員給与規程の適用を受けます。

基本給:一般職群1級64号俸(182，900円)を超えない範囲で前歴を換算して初任給を決定し、基

本給の調整額(郵便業務調整額(12，000円文は 15，100円)など)を加算して支給します。

給 与 昇給:年1回(評価結果に基づく昇給)

諸手当:扶養手当、調整手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当及び外務業務手当など

賞与:年2回

退職手当:あり

原則として週休2日制。

休日休暇
年次有給休暇、特別休眠(夏期、冬期、結婚、出産、忌引、ホヲンティア)、病気休暇、育児休業、

介護休業など

※勤務種類により、休日・休暇は一定ではありません。

福利厚生
日本郵政共済組合、雇用保険及び労災保険に加入

社宅貸与(一定の条件あり)

研修
集合研穆(階層別研修、専門別研修)

OJ丁、自己啓発など

※正社員の処遇についてより詳細を知りたいときは、各事業場備え付けの就業規則を確認するか、所

属長に確認してください。

く応募前の確認事項〉

正社員となった場合には、以下の点について、期間雇用社員とは働き方に違いが生じることとなりま

すので、これを十分理解した上で受験願書を提出してください。

O 正社員になれば、現在行っている担務、業務とは違う業務等もやっていただくようになる可能性が

あります。

~例えば、内務業務であれば、単一業務のみでなく、区分、特殊、窓口などあらゆる業務に就いてい

ただきます。

O 正社員としての配属先は、現在とは違う支腐となる可能性があります。また、登用後は支社エリア

の範閤内で転勤があります。

O 正社員は1週あたり40時間勤務であり、業務繁忙等による超過勤務をしていただくことがありま

す。

O 業務上必要となる資格の取得を求められることがあります。

O 会社で実施する研修等に参加する必要があります。

O 本社・支社・附属組織に勤務する期間雇用社員が登用された場合の配属先は支腐となります。

(本社・支社・附属組織の勤務にはなりません。)

O 役職者・管理者を目指す意欲のある方を求めています。




